
建
設
水
道
委
員
会
で
は
、

こ
の
よ
う
な
質
疑
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た

問
下
水
道
事
業
会
計
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二

年
度
か
ら
赤
字
決
算
が
続
い
て
い
る
原
因
は
。

答
南
部
浄
化
セ
ン
タ
ー
増
設
事
業
及
び
中
部

処
理
区
合
流
改
善
事
業
の
実
施
に
伴
う
減
価
償

却
費
の
増
加
等
が
赤
字
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

問
独
立
採
算
に
よ
る
自
主
運
営
を
目
指
し
、

使
用
料
改
定
率
を
三
九・六
％
と
し
た
経
緯
は
。

答
「
沼
津
市
水
道
料
金
、
下
水
道
使
用
料
等

審
議
会
」
に
お
い
て
、
五
年
間
で
累
積
赤
字
を

解
消
す
る
改
定
率
五
一・七
九
％
と
、
五
年
間
で

累
積
赤
字
が
増
加
せ
ず
、
単
年
度
の

維
持
管
理
に
関
す
る
収
支
が
プ
ラ
ス

マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
に
な
る
改
定
率
三
九
・

六
％
の
二
案
等
が
検
討
さ
れ
、
使
用
者

負
担
を
考
慮
す
る
と
、
三
九・六
％
が

妥
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

本
改
定
率
と
し
た
。

問
下
水
道
使
用
料
の
算
定
期
間
で

あ
る
今
後
五
年
間
に
お
け
る
事
業
計

画
の
内
容
は
。

答
中
部
処
理
区
の
管
渠
及
び
中
部

浄
化
プ
ラ
ン
ト
水
処
理
棟
の
建
屋
耐

震
化
と
、
中
部
処
理
区
第
二
区
分
の

管
渠
の
長
寿
命
化
を
完
了
さ
せ
る
予
定
で
あ
る
。

さ
ら
に
普
及
率
に
つ
い
て
は
、
六
一・三
％
を
目

標
と
し
て
い
る
。

全体計画区域
供用区域（平成15年度末時点）
供用区域（平成16年度～24年度末に新たに供用可能となった区域）

新東名

東名

沼津IC

国道1号

大岡駅

国
道
４
１
４
号

原駅
片浜駅

沼津駅

東海道新幹線

中部浄化プラント

戸田浄化センター

南部浄化センター

狩野川西部
浄化センター

ピックアップ
議会

沼
津
市
地
域
下
水
処
理
施
設
条
例
等
の
一
部
改
正
を
可
決
し
ま
し
た
。

　
　
　下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
ま
す
！

議
案
の
内
容

　
今
回
の
条
例
改
正
は
、
下
水
道
事
業
の
継
続

的
、
計
画
的
な
事
業
推
進
を
図
る
た
め
、
使
用

料
の
額
を
改
定
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

※消費税含む。
※円未満は四捨五入。
※ 使 用 料 は、 沼 津 市

の平成 24 年度の一
般家庭の平均使用
量 43㎥（2 カ月分）
で算出。

　 ま た、 他 市 町 に つ
いては、平成 25 年
10 月時点の使用料
体系で算出。

一般家庭平均使用料
（2 カ月分）

基本料金
（１カ月分、10㎥まで）

超過料金
(１㎥につき )

沼津市
新・4,521円 新・1,050 円 新・105 ～ 123 円
旧・3,231円 旧・   750 円 旧・　75 ～ 88 円

熱海市 6,316 円 2,698 円 25 ～ 167 円
富士市 4,546 円 1,050 円 105 ～ 158 円

御殿場市 4,515 円 1,050 円 105 ～ 147 円
清水町 4,380 円 785 円 121～ 152 円
裾野市 4,305 円 945 円 105 ～ 147 円

下水道使用料の新しい料金体系を近隣市町と比べてみました

◆区分：一般汚水

平成 24 年度の一般家庭平均使用量で算定すると、
1世帯当たり、年間約7,740円の負担増になります。

平成26年4月1日使用分から下水道使用料の値上げ　

緊張感のなかっ
た事業経営のも
とでの下水道使
用料の大幅な値
上げは、認めら
れない。

対意見反
経営健全化のため、自主財源の
確保は急務であり、下水道使用
料の値上げはやむを得ない。今
後は、財政状況の明確化、透明
化を図り、下水道事業が計画的
に実施されるよう要望する。

成意見賛

採決の結果、起立者多数で可決

下水道事業の厳しい経営状況から、適切な下水道使用料の
あり方について「沼津市水道料金、下水道使用料等審議会」に諮問

審議会において、下水道事業の現状と
今後の見通しを踏まえ、使用料改定率を検討

審議会より答申がなされ、使用者負担を考慮した
本改定率（39.6％）が妥当であると市当局が判断

平成 25 年 11 月定例会に議案として上程

議案提出までの流れ

◆下水道普及図

◆下水道普及率の推移

平成26年
4月1日
使用分から
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主な議案一覧

議　案　名 内　　　　容 議決結果

条
　
例

議第 75 号 沼津市子ども・子育て会議条例の
制定

子ども・子育て支援法の施行に伴い、沼津市子ども・子育
て会議を設置するものです。 可決

議第 76 号 沼津市屋外広告物条例の制定

屋外広告物及び広告物を掲出する物件について必要な規制
を行うことにより、良好な景観を形成し、または風致を維
持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ることを目
的として、条例を定めるものです。

可決

議第 77 号 沼津市緊急地震・津波対策事業基
金条例の制定

県の緊急地震・津波対策交付金の創設に伴い、緊急かつ重
点的に実施する地震・津波対策事業に要する経費の財源に
充てるため、基金を設置するものです。

可決

予
　
算

議第 78 号 平成 25 年度沼津市一般会計補正
予算（第３回）

今回の補正予算は、18 億 1,239 万 5,000 円を追加したも
ので、その結果、予算総額は 702 億 1,234 万 8,000 円と
なりました。 
追加したものは、財政調整基金積立金 12 億 3,269 万円、
自立支援介護・訓練等給付費 3 億 8,000 万円、緊急地震・
津波対策事業基金積立金 2 億 4,300 万円が主なものです。 
減額したものは、給料減額支給措置による減額及び人事異
動等に伴う職員人件費の調整額3億5,648万1,000円です。 
財源としては、それぞれの特定財源のほか、一般財源とし
て繰越金をもって充てるものです。 
このほか、債務負担行為として門池地区センター指定管理料
及び民間保育所施設整備事業費補助金を追加するものです。

可決

議　案　名

議
決
結
果

志

政

会

市
民
ク
ラ
ブ

新

政

会

未
来
の
風

公

明

党

自
民
沼
津

日
本
共
産
党

沼
津
市
議
団

条
　
例

議第 70号 沼津市地域下水処理施設条例等の一部改正 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

予
　
算

議第 78号 平成 25年度沼津市一般会計補正予算（第３回） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

会派別　賛否が分かれた議案一覧
◯＝賛成　　×＝反対

☆このほかの議案については、沼津市議会のホームページをご覧ください。 沼津市議会 検索

11 月定例会の主な内容�
　第 11 回（11 月）定例会は、11 月 26 日に招集され、12 月 17 日までの 22 日間にわたり開催
しました。この議会では、平成 25 年度補正予算議案等 16 件と議員提出議案１件を審議し、いず
れも原案のとおり議決しました。
　また、18 人の議員によって一般質問が行われ、活発な議論が交わされました。
　この議会の主な内容を紹介します。
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